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1 R3.12.11 R4.2.9 事業者との打合せ資料 1 1 1 1

【資料内の項目（一部を除く）以外の記載内容】
・当該資料は、事業者の事業活動を行う上でのノウハウ及び内部管
理に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の教総情
又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ
るため
・当該資料は、試験の制度設計に関する情報であって、公にするこ
とにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

2 R3.12.11 R4.2.9

・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　技術審査委員会（第1回）記録
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　第1回技術審査委員会　次第
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第1回技術審査委員会　資料1　技術審査委員会設置要項
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第1回技術審査委員会　資料２　詳細スケジュール
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第1回技術審査委員会　資料3　事業応募者の要件審査について①
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第1回技術審査委員会　資料3　事業応募者の要件審査について②
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第1回技術審査委員会　採点要領（案）
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　第2回技術審査委員会　次第
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　第2回技術審査委員会　採点要領
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　第2回技術審査委員会　審査講評記入表

1 1
教育庁指導部
管理課

3 R3.12.11 R4.2.9

・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第1回技術審査委員会　資料5　採点要領　別紙「『東京都中学校英語ス
ピーキングテスト（仮称）事業』審査項目及び配点表（案）」
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　技術審査委員会（第2回）記録
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第2回技術審査委員会　資料1　提案概要
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第2回技術審査委員会　資料1　事前質問書
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　第2回技術審査委員会　資料2　採点表
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業　　技術審査委員会（第二回）　総合展算出表及び採点結果集計表

1 1 1 1

【配点、加重及び採点者別採点欄】
・当該情報は、内部的な審議、検討又は協議に関する情報であっ
て、公にすることにより、自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、
意思決定の中立性が損なわれるおそれがあり、事業の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため
【各社のプレゼンテーション（質疑含む）における各社及び委員の
発言】
【プレゼンテーション後の意見交換における委員の発言】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に
関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は
事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるた
め 等

教育庁指導部
管理課

4 R3.12.11 R4.2.9
・事業応募者提案書
・事業応募者プレゼンテーション資料

1 1

・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に
関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は
事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるた
め

教育庁指導部
管理課

5 R3.12.16 R4.2.14

・令和３年３月２日付２教指高第５６０号「関係機関と連携した防災講話の実施
について（通知）」
・学校から提出された「関係機関と連携した防災講話の実施に係る申込書」
・令和３年３月３０日付２教指高第６７７号「関係機関と連携した防災講話の実
施校の決定について（通知）」

1 1
教育庁指導部
管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

6 R3.12.16 R4.2.14

別紙請願の
①廃棄したことを証する文書（前回請求した以降本日まで）
④宿泊防災訓練は学校現場から負担が大きいので、廃止してほしいや⑤宿泊防災
訓練は廃止すべきなど、学校の意見で都教委が（その内容の）把握している文書
（遡れる範囲から本日まで）

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

7 R3.12.16 R4.2.14
令和3年12月10日付事務連絡「再任用見送り訴訟の高裁判決に係る資料の提供依頼
について」

1 1
教育庁人事部
選考課

8 R3.12.16 R4.2.14
令和3年12月16日付教職人第3481号「損害賠償請求控訴事件に係る資料の提供につ
いて」

1 1 1
【担当の内線番号、直通の電話番号及びメールアドレス】
公にすることにより業務に関係のないメールが僧院されるなど、事
務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
選考課

9 R3.12.16 R4.2.14 令和３年１２月９日付判決言渡 1 1

当該文書は外部に提供しないとの前提で大阪府教育委員会から提供
された、係争中の案件に係るものであり、公にすることにより、大
阪府教育委員会からの信頼を不当に損なうことと認められるもので
あり、今後の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
他、争訟に係る事務に関し、大阪府教育委員会の利益又は当事者と
しての地位を不当に害するおそれがあるため

教育庁人事部
選考課

10 R4.2.6 R4.2.14

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の
新しい生活様式」～（2021．11.22.ver7※2021.12.10一部修正）について『学校
においては、手洗いやエチケット、換気といった基本的な感染症対策に加え、感
染拡大リスクが高い「３つの密」を避ける、身体的距離を確保するといった感染
症対策を徹底することが必要です』と記載されていますが、これらの科学的根拠
及び論文等

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず存在しないため
教育庁総務部
総務課

11 R4.2.1 R4.2.15 東京都公立小学校及び中学校通級指導学級等設置要綱 4 1
教育庁都立学
校教育部特別
支援教育課

12 R3.12.18 R4.2.16

・公立小学校及び中学校通級指導学級等設置要綱の一部改正について（通知）
（令和4年1月5日付起案文書）
・公立小・中学校の特別支援教室に係るガイドラインの改訂について（令和３年
３月２５日）（令和３年東京都教育委員会第５回定例会報告資料）
・「特別支援教室の運営ガイドライン」の作成について（通知）（令和３年３月
９日付起案文書）
・都内公立学校における発達障害教育について（令和３年２月４日）（庁内検討
用資料）
・特別支援教室の入退室等検討委員会報告書（令和２年１２月）

1 1
教育庁都立学
校教育部特別
支援教育課

13 R3.12.18 R4.2.16

・小中学校における特別支援教育の充実に向けた都教育委員会の取組（令和３年
７月２６日）（区市町村への説明資料）
・特別支援教室の入退室等検討委員会（第２回）の資料及び議事録（令和元年１
２月２３日開催）
・特別支援教室の入退室等検討委員会（第１回）の資料及び議事録（令和元年１
１月１４日開催）

1 1 1

【職員個人のメールアドレス】
公にすることにより業務に関係のないメールが送信されるなど、事
務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【委員提供資料】
「特別支援教室の入退室等検討委員会設置要項」第７の規定によ
り、同委員会の会議資料は非公開と規定している中、非公開を前提
として提供してもらった文書で、特別支援教室の指導対象児童・生
徒に係る検討方法等について詳細な内容が記載されており、公にす
ることにより、関係自治体が、情報の公開を懸念するあまり、具体
的な情報の提供に消極的になるなど、正確な事実の把握に基づく、
的確な検討や議論ができなるなくおそれがあるため

教育庁都立学
校教育部特別
支援教育課

14 R4.2.17 R4.2.25
令和4年2月17日の教育委員会定例会報告資料（２）のうち、教員の時間外労働が
2019年～2021年10月の調査で減っているグラフに関し、●●委員がコロナ禍の影
響（状況）の違いのデータ分析をするよう発言した。このデータ分析をした資料

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁総務部
教育政策課

15 R4.2.14 R4.2.28
・平成30年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査】区市別平均正答率
・平成31年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査】区市別平均正答率

2 1
教育庁指導部
管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

16 R4.2.14 R4.2.28

・平成27年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査】区市別平均正答率
・平成28年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査】区市別平均正答率
・平成29年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査】区市別平均正答率
・令和２年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査】区市別平均正答率
・令和３年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査】区市別平均正答率

1

・請求に係る公文書は平成27、28、29年度に作成した３年保存の文
書で、平成31、令和２、３年４月に廃棄済みで存在しないため
・令和2年度調査は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて実
施していない。このため、請求に係る公文書は作成及び取得してお
らず存在しない
・令和３年度は教科別の調査を実施していない。このため、請求に
係る公文書は作成及び取得しておらず存在しない

教育庁指導部
管理課


